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特 集

自
分
の
命
は
、
自
分
で
守
る

地
震
へ
の
備
え
、 「
自
信
」
あ
り
ま
す
か
？

先
月
の
「
水
害
」
に
引
き
続
き
、
今
月
は
「
地
震
」
に
つ
い
て
特
集
し
ま
す
。

改
め
て
家
庭
や
個
人
で
突
然
や
っ
て
く
る
災
害
の
備
え
を
見
直
し
ま
し
ょ
う
。

「
大
阪
府
北
部
地
震
」
を
教
訓
に

　　

大
口
町
は
、
犬
山
扇
状
地
の
東
南
部
に

位
置
し
、
北
端
の
海
抜
40
ｍ
か
ら
南
端
の

海
抜
15
ｍ
へ
と
ゆ
る
い
傾
斜
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
ほ
ぼ
平
坦
で
大
き
な
河
川
も
な

く
、
こ
れ
ま
で
大
き
な
風
水
害
や
土
砂
災

害
を
あ
ま
り
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
１
８
９
１
（
明
治
24
）
年
10
月
28

日
に
発
生
し
た
濃
尾
地
震（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー

ド
推
定
8.0
）
で
は
、
大
口
町
で
も
建
物
の

倒
壊
な
ど
の
被
害
の
記
録
も
あ
り
、
南
海

ト
ラ
フ
地
震
の
防
災
対
策
推
進
地
域
に
は

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
東
海
地
震
の
強

化
地
域
の
指
定
地
域
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、

ま
た
、
沿
岸
部
か
ら
も
離
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
津
波
被
害
や
液
状
化
等
を
含
め
た

大
地
震
に
よ
る
被
害
リ
ス
ク
が
比
較
的
低

い
地
域
で
す
。
し
か
し
、
昨
今
、
日
本
全

国
で
地
震
が
頻
発
し
て
お
り
、
先
の
濃
尾

地
震
か
ら
１
２
７
年
経
っ
た
今
、「
そ
ろ
そ

ろ･･･

」
と
い
う
懸
念
が
大
多
数
の
住
民

の
胸
の
内
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
と
思
い
ま

す
。

　

こ
こ
で
は
、直
近
の
6
月
18
日
に
起
こ
っ

た
「
大
阪
府
北
部
地
震
」
を
振
り
返
り
、

新
し
く
見
え
た
課
題
や
対
策
の
一
部
を
挙

げ
て
み
ま
す
。

①
ブ
ロ
ッ
ク
塀
崩
壊
と
家
具
転
倒

　

最
も
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
の
が
「
ブ

ロ
ッ
ク
塀
と
家
具
転
倒
に
よ
る
犠
牲
者
」

で
す
。
犠
牲
者
の
う
ち
２
人
は
塀
の
倒
壊
、

３
人
は
本
棚
の
転
倒
な
ど
が
原
因
で
し
た
。

　

１
９
７
８
年
宮
城
県
沖
地
震
以
後
、
耐

震
基
準
が
改
訂
さ
れ
ま
し
た
が
、
未
だ
危

険
な
古
い
塀
が
多
く
残
っ
て
い
る
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
大
阪
府
北
部
地
震
の
後
、

全
国
の
学
校
が
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
緊
急
安
全

点
検
を
し
、
8
月
に
文
部
科
学
省
が
結
果

を
発
表
し
ま
し
た
。

　

家
具
固
定
の
大
切
さ
も
、
以
前
か
ら
指

摘
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
が
、
遅
々
と
し
て

対
応
が
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。
大
都
市
に
は

中
高
層
の
集
合
住
宅
が
多
い
た
め
揺
れ
が

増
幅
し
や
す
く
、
居
住
空
間
も
狭
い
の
で
、

家
具
転
倒
の
危
険
度
が
地
方
に
比
べ
高
く

な
る
と
の
こ
と
で
す
。
大
口
町
で
は
、「
地

震
対
策
補
助
金
」
と
い
う
制
度
（
平
成
30

年
度
ま
で
）
が
あ
り
ま
す
の
で
、
今
一
度
、

家
の
中
の
タ
ン
ス
や
食
器
棚
、
本
棚
な
ど

を
点
検
し
、
本
制
度
を
活
用
し
な
が
ら
安

全
対
策
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。

②
通
勤
・
通
学
・
出
勤
・
帰
宅
困
難

　

地
震
が
発
生
し
た
午
前
７
時
58
分
は
、
通

勤
・
通
学
時
間
帯
に
重
な
り
ま
し
た
。
直
下

型
の
地
震
の
た
め
、
緊
急
地
震
速
報
は
間
に

合
わ
ず
、突
然
の
揺
れ
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。

列
車
が
停
止
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
路
渋

滞
が
発
生
し
交
通
網
が
マ
ヒ
し
、
ま
た
、
復

旧
が
遅
れ
た
た
め
、
出
勤
し
て
い
た
人
は
帰

宅
困
難
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。

③
エ
レ
ベ
ー
タ
の
緊
急
停
止

　

大
都
市
に
は
エ
レ
ベ
ー
タ
に
頼
る
中
高

層
の
建
物
が
多
く
あ
り
ま
す
。
今
回
の
地

震
で
は
、
４
万
５
０
０
０
基
の
エ
レ
ベ
ー

タ
が
緊
急
停
止
し
、
３
３
９
基
で
閉
じ
込

め
が
発
生
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
よ

り
大
き
な
地
震
が
発
生
し
、
出
勤
時
の
満

員
の
エ
レ
ベ
ー
タ
が
多
数
停
止
し
、
身
動

き
で
き
な
い
状
態
で
長
時
間
閉
じ
込
め
ら

れ
た
と
し
た
ら
ど
ん
な
事
態
に
な
る
で

し
ょ
う
か
？

　

家
に
い
る
と
き
、
職
場
に
い
る
と
き
、

電
車
に
乗
っ
て
い
る
と
き
―
―
。
も
し
も

そ
の
瞬
間
に
突
然
、
大
き
な
揺
れ
を
感
じ
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た
ら
、
あ
な
た
は
瞬
時
に
自
分
の
身
を
守

れ
ま
す
か
？

　

い
つ
、
ど
ん
な
シ
ー
ン
で
大
地
震
が
起

き
た
と
し
て
も
、
何
も
不
思
議
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
ず
は
自
分
の
身
を
自
分
で
守

る
こ
と
が
一
番
重
要
で
す
。

大
口
町
か
ら
の
被
災
地
支
援

　　

大
口
町
か
ら
派
遣
職
員
と
し
て
豪
雨
の

被
災
地
支
援
に
向
か
っ
た
建
設
課
の
小
川

貴
臣
さ
ん
と
、
個
人
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し

て
各
地
の
被
災
地
支
援
の
経
験
を
さ
れ
た

北
地
域
自
治
組
織
の
川
橋
朝
次
さ
ん
に
、

被
災
地
体
験
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

大
口
町
建
設
課
職
員　

    

小
川
貴
臣
さ
ん

　

派
遣
期
間  

７
月
23
日
豺
か
ら
27
日
貊　

 

―
７
月
６
日
に
発
生
し
た
西
日
本
豪
雨
で

被
災
し
た
東
広
島
市
へ
、
5
日
間
支
援
に

行
っ
た
い
き
さ
つ
と
仕
事
内
容
を
教
え
て

く
だ
さ
い
。

　

愛
知
県
か
ら
大
口
町
に
、
東
広
島
市
へ

の
職
員
派
遣
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。

　

仕
事
は
、
家
屋
の
被
害
認
定
調
査
の
お

手
伝
い
で
す
。
川
の
決
壊
に
よ
り
土
砂
が

流
出
し
、
住
め
な
い
状
態
に
な
っ
た
住
宅

の
損
壊
状
況
を
調
査
し
て
記
録
し
、
り
災

証
明
の
認
定
を
し
ま
す
。
専
門
の
被
害
認

定
調
査
士
の
方
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
し
て

一
日
10
数
件
を
回
っ
て
調
査
し
ま
し
た
。

―
猛
暑
の
中
、
大
変
な
作
業
だ
っ
た
こ
と

と
思
い
ま
す
。
被
災
地
を
目
の
当
た
り
に

し
て
、
ど
ん
な
感
想
を
持
ち
ま
し
た
か
？

　

通
行
止
め
の
道
路
は
、
徒
歩
で
回
り
ま

し
た
。
現
地
の
職
員
の
方
た
ち
は
疲
労

困こ
ん
ぱ
い憊

の
様
子
で
し
た
が
、
住
民
の
多
く
の

方
が
り
災
証
明
書
を
待
っ
て
お
ら
れ
る
の

で
、
休
み
な
し
で
業
務
を
こ
な
し
て
お
ら

れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
被
災
地
の
様
子
は
、
テ
レ
ビ
で

映
像
と
し
て
見
る
の
と
は
違
う
と
い
う
の

が
一
番
の
印
象
で
す
。
汚
泥
に
よ
り
異
臭

の
す
る
場
所
、
土
砂
災
害
に
よ
り
、
基
礎

が
流
れ
て
傾
い
た
家
、
基
礎
だ
け
残
っ
て

建
物
が
流
れ
て
し
ま
っ
た
家
な
ど
、
実
際

に
肌
で
感
じ
、
目
で
見
る
と
被
害
の
大
き

さ
が
身
に
染
み
て
わ
か
り
ま
し
た
。

―
被
災
地
支
援
を
経
験
し
て
、
学
ん
だ
こ

と
や
伝
え
た
い
こ
と
は
？

　

被
災
後
の
対
応
で
、
職
員
数
が
絶
対
的

に
不
足
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
地
に

い
る
間
に
住
民
の
方
か
ら
「
り
災
証
明
は

い
つ
頃
お
り
ま
す
か
」
と
何
度
も
聞
か
れ

ま
し
た
。
り
災
証
明
の
発
行
は
1
週
間
を

め
ど
に
出
さ
な
い
と
、
生
活
が
成
り
立
た

な
く
な
り
ま
す
。
全
国
各
地
か
ら
の
応
援

は
絶
対
に
必
要
で
、
そ
の
た
め
の
シ
ス
テ

ム
作
り
の
重
要
性
を
痛
感
し
ま
し
た
。

北
地
域
自
治
組
織　

理
事　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
川
橋
朝
次
さ
ん

―
川
橋
さ
ん
は
、
20
年
前
か
ら
防
災
に
関

心
を
持
ち
、
勉
強
会
や
被
災
地
支
援
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
に
行
か
れ
た
り
し
て
、
地
域
の
防
災

活
動
に
役
立
て
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。

　

私
が
最
初
に
防
災
に
関
心
を
持
っ
た
の

は
、
平
成
7
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の

と
き
で
す
。
災
害
復
旧
の
仕
事
で
神
戸
市

に
行
き
ま
し
た
。
現
状
は
テ
レ
ビ
で
見
た

と
お
り
の
光
景
で
し
た
。
倒
れ
た
高
速
道

路
の
わ
き
を
と
お
り
、
狭
い
路
地
が
両
側

か
ら
崩
れ
落
ち
た
瓦
な
ど
で
ふ
さ
が
れ
、

そ
の
上
を
歩
い
て
仕
事
を
し
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
半
年
も
す
れ
ば
復

旧
す
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
半
年
後
、

再
び
神
戸
へ
行
く
機
会
が
あ
り
、
被
災
地

を
見
て
愕
然
と
し
ま
し
た
。
被
災
し
た
ま

ま
の
建
物
や
更
地
、公
園
に
テ
ン
ト
を
張
っ

て
避
難
さ
れ
て
い
る
方
が
い
る
な
ど
、
自

分
の
大
地
震
に
対
す
る
認
識
が
間
違
っ
て

い
た
こ
と
を
実
感
し
、
そ
れ
以
来
防
災
の

大
切
さ
を
実
感
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

―
最
近
参
加
さ
れ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
？　
　

　

平
成
28
年
4
月
の
熊
本
地
震
の
被
災
地
で

▲作業する小川さん

▲川橋さん
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あ
る
西
原
村
と
、
今
年
7
月
の
西
日
本
豪
雨

の
被
災
地
で
あ
る
関
市
に
行
き
ま
し
た
。

　

西
原
村
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
利
用
で
き

る
場
所
で
テ
ン
ト
を
は
っ
て
滞
在
し
ま
し
た
。

―
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
み
な
さ
ん
は
、
主
に

ど
ん
な
仕
事
を
す
る
の
で
す
か
？

　

災
害
種
別
、
規
模
、
被
災
後
の
期
間
な

ど
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　

熊
本
で
は
、
壊
れ
た
瓦
や
家
財
な
ど
を

運
び
出
し
、
分
別
し
て
集
積
場
へ
運
ん
だ

り
、
避
難
所
や
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
の
お
手
伝
い
を
し
ま
し
た
。

　

関
市
で
は
床
板
を
は
が
し
、
溜
ま
っ
た

泥
の
か
き
出
し
や
、
水
に
浸
か
っ
た
壁
を

は
が
し
た
り
し
ま
し
た
。
他
に
、
募
金
活

動
や
各
地
の
イ
ベ
ン
ト
で
被
災
地
の
物
品

の
販
売
も
し
ま
し
た
。

―
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
経
験
な
ど
を
通
し
て
、

災
害
の
備
え
に
関
し
て
、
特
に
大
切
だ
と

感
じ
て
い
る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　

自
分
の
身
は
自
分
で
、
家
族
の
身
は
家

族
で
守
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

地
震
の
事
前
対
策
で
最
初
に
す
べ
き
こ
と

は
、耐
震
不
足
の
家
な
ら『
耐
震
強
化
』で
す
。

大
破
し
た
家
を
見
る
と
「
こ
の
状
況
に
な
っ

た
ら
家
族
が
無
事
で
い
ら
れ
る
の
か
」
と
考

え
て
し
ま
い
ま
す
。
他
に
は
家
具
固
定
や
ガ

ラ
ス
飛
散
防
止
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
安
全

対
策
な
ど
。水
や
食
料
の
備
蓄
も
重
要
で
す
。

　

次
に
地
域
は
地
域
の
力
で
守
る
と
い
う
こ

と
で
す
。大
災
害
で
は
、行
政
や
警
察
、消
防
、

自
衛
隊
な
ど
に
助
け
を
求
め
る
に
は
あ
ら
ゆ

る
意
味
で
限
り
が
あ
り
ま
す
。
被
災
後
は
安

全
な
場
所
や
水
、
ト
イ
レ
や
食
料
の
確
保
が

重
要
で
す
。

　

北
地
域
自
治

組
織
は
こ
れ
ま

で
３
回
の
避

難
・
防
災
訓
練

を
お
こ
な
っ
て

き
ま
し
た
。

　

今
年
も
、
タ
オ
ル
に
よ
る
安
否
確
認
、
救

命
（
A
E
D
）
訓
練
、
負
傷
者
運
搬
、
軽
ト

ラ
で
の
水
運
搬
（
行
政
）、
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ

レ
設
置
、炊
き
出
し
な
ど
を
お
こ
な
い
ま
す
。

　

年
に
１
度
の
防
災
訓
練
で
、
完
璧
な
技
術

が
身
に
つ
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今

後
も
継
続
す
る
こ
と
に
よ
り
「
継
続
は
力
」

に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

取
材
に
て

　

地
震
は
ど
ん
な
状
況
下
で
起
こ
る
か
予

測
は
で
き
ず
、
過
去
に
発
生
し
た
地
震
の

数
だ
け
被
害
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
、

過
去
の
災
害
か
ら
そ
の
都
度
新
し
い
教
訓

を
得
て
、
あ
ら
ゆ
る
パ
タ
ー
ン
に
対
応
で

き
る
よ
う
心
の
備
え
を
心
が
け
る
よ
り
他

あ
り
ま
せ
ん
。

　

大
阪
府
北
部
地
震
発
生
時
、
ち
ょ
う
ど

高
速
道
路
を
走
行
中
だ
っ
た
と
い
う
役
場

職
員
に
よ
る
と
「
姉
妹
都
市
で
あ
る
島
根

県
松
江
市
に
荷
物
を
運
ぶ
た
め
に
名
神
高

速
道
路
を
走
行
中
、
養
老
サ
ー
ビ
ス
エ
リ

ア
付
近
で
役
場
か
ら
の
電
話
で
大
き
な
地

震
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
米
原

ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
、

こ
の
先
「
全
面
通
行
止
め
」
と
の
電
光
掲

示
板
を
見
て
、
急
き
ょ
ル
ー
ト
を
変
更
。

2
時
間
ほ
ど
の
ロ
ス
で
到
着
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
情
報
の
サ
ポ
ー
ト
や
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
情
報
が
あ
っ
た
の
で
落

ち
着
い
て
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
思
い
ま
す
」。

　

こ
の
よ
う
に
、「
高
速
道
路
の
上
だ
っ
た

ら
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
も
あ
り
え
ま
す
。

大
切
な
の
は
、
い
つ
ど
ん
な
状
況
で
も
パ

ニ
ッ
ク
に
な
ら
ず
落
ち
着
い
て
行
動
す
る

こ
と
。
そ
れ
に
は
、
物
質
的
な
備
え
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
平
時
に
想
像
力
を
働
か

せ
、あ
ら
ゆ
る
シ
ー
ン
を
頭
の
中
で
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
お
く
こ
と
、
ま
た
正
し

い
情
報
を
得
る
こ
と
を
常
に
心
が
け
る
こ

と
が
肝
要
で
あ
る
と
再
確
認
し
ま
し
た
。

　
「
備
え
あ
れ
ば
う
れ
い
な
し
」
今
一
度
こ

の
言
葉
を
強
く
心
に
刻
み
、
い
ざ
と
い
う

と
き
に
自
分
と
家
族
の
命
を
守
る
行
動
に

つ
な
げ
ま
し
ょ
う
。

▲ 10月27日貍に第４回防災訓練がおこなわれます

▲タオルによる安全確認

訓練に参加する家庭の玄関に
は「家族全員無事」という意
味のタオルがかけられます
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災害に備え
今日からはじめよう！
「日常備蓄」

各種ライフラインの復帰までに要する日数

電気　1週間
水道　３週間
ガス　５週間

電気　１週間
水道　３週間
ガス　５週間

※東日本大震災におけるライフライン復旧概況より

災害時ライフラインの
復帰までに要する日数
災害時ライフラインの
復旧までに要する日数

乳幼児、
高齢者、嚥下困難者、
食事制限の必要な方は、
食べられるものを
多めに備蓄して
おきましょう！

※東日本大震災における
　ライフライン復旧概況より
※東日本大震災における
　ライフライン復旧概況より

…とはいえ、備蓄って何を買えばいいのか悩みますよね。

食料だけでなく、こちらも。

被災地の声
「においも気になる」
避難所で洗い物ができないことも…
においの少ないものを。

被災地の声
温かいものが
食べたい

被災地の声
「野菜がほしい」
救援物資はおにぎりやパン。
野菜はほとんどありませんでした。

災害時に備え、今までは「３日分の非常食を準備しましょ
う」といわれていましたが、非常に広い地域に甚大な被
害がおよぶ可能性のある南海トラフ巨大地震では、「１
週間以上」の備蓄が望ましいといわれています。

生きるために欠かせない「食」。
避難生活では、日常では考えられない不便さを感じなが
ら生活をすることになります。食事環境も一変。ライフ
ラインが止まり、簡単な調理すらできなくなります。

生きるために欠かせない「食」。
災害時に自分が生き延びていくため、家族と生き延びていく
ためにも、自宅で非常食を備えることはとても重要です！

こういった食材をちょっと買い足しておくだけで も立
派な「日常備蓄」になります！
しかも、ずっと保管するのではなく生活しながら消費して
いくことで邪魔にならないし、消費期限切れにならずに、
いつでも美味しく備えることができる！
これがローリングストック法です。

こういった消費期限が比較的長い、食材をちょっと買い
足しておくだけでも立派な「日常備蓄」になります！
しかも、ずっと保管するのではなく生活しながら消費して
いくことで邪魔にならないし、消費期限切れにならずに、
いつでも美味しく備えることができます！
これがローリングストック法です。

ウェットティッシュ、カセットコンロ、
カセットボンベ、鍋類、乾電池、新聞紙、
高密度ポリエチレン袋、缶切り、ラップ、
紙皿、紙コップ、はし、スプーン、歯ブラシなど

ごはん（レトルト）、シリアル、
缶詰（イワシ、ツナ、トマト、果物等）、野菜ジュース

被災地の声
あってよかった！「ウェットティッシュ」
水が不足し、手や食器が十分洗えないことも。

り災証明とは？

被災地の声
あってよかった！「ウェットティッシュ」
水が不足し、手や食器が十分洗えないことも。

被災地の声
「においも気になる」
避難所で洗い物ができないことも…
においの少ないものを。

被災地の声
温かいものが
食べたい

被災地の声
「野菜がほしい」
救援物資はおにぎりやパン。
野菜はほとんどありませんでした。

地震や台風、津波などの天災や火災などの災害によって住居
が被害を受けた場合に、その被害の程度に応じて自治体が被
害認定して発行してくれる証明書のことです。

地震や大雨などの自然災害の場合には、罹災証明書は市町村
役場などの自治体が発行しますし火災被害の場合には消防署
が発行します。

ローリング
ストック法

買い足す 備える

食べる

もしもに備えて知っておきたい
利用方法と申請方法

「り災証明」とは、地震や台風等自然災害による
住居の被害状況を証明するものです。

各種被災者支援制度の適用の判断材料として活用されます。
保険金の申請や、復興のための融資などの申請を
する場合にも「り災証明」が必要となります。

被災者の申請により町が被災状況の現地調査を行い、
調査結果に応じて発行する証明書です。

●

●

●

被害の程度は、

全壊
大規模半壊
半壊

に区分されます。

缶詰は
プルトップ
が便利

缶詰は
プルトップ
が便利

例えば、

水、ガス、
電気が
復旧したら

そのまま
食べられる

ローリング
ストック法

備える 食べる

買い足す

水の備蓄は
必須です！
水の備蓄は
必須です！

１人1日3ℓ乾麺（パスタ・うどん・そば）、
レトルト食品（カレー、パスタの具、ハンバーグ、スープ等）、
カップ麺、乾物（切干大根、わかめ、ひじき）、
カップスープ、インスタント味噌汁

乾麺（パスタ・うどん・そば）、
レトルト食品（カレー、パスタの具、ハンバーグ、スープ等）、
カップ麺、乾物（切干大根、わかめ、ひじき）、
カップスープ、インスタント味噌汁

えんげ



14 平成 30 年 10 月

証明書の発行を受けると、具体的にどのような
支援を受けることができるのでしょうか。

基礎支援金

加算支援金

全壊の場合
半壊の場合

最大で 100万円まで
最大で　50万円まで

住宅の建設・購入の場合　最大で 200万円
賃借の場合　最大で 50万円

り災証明書とは、地震や台風などの天災や火災など

の災害によって住居が被害を受けた場合に、その被

害の程度に応じて役場が被害認定して発行してくれ

る証明書のことです。

災害時において迅速かつ円滑な
支援をおこなうために「避難行
動要支援者登録制度」をおこ
なっています。

災害（風水害、地震、火災等を
いいます）により被害を受けた
世帯に対し支給します。

り災証明書

専門家や役場職員による診断の結果、建築基準法施行令の基準を満た
していない、または明らかに安全性を欠く塀であると判定されたもの
塀が大口町内にある　　　③塀が道路等に面している
塀の高さ・長さがそれぞれ１メートル以上ある
塀がコンクリートブロック造またはレンガ・大谷石などの組積造である
①～⑤を全て満たすブロック塀等が対象です。

補助対象ブロック塀等を所有してい
る方（所有者から委任をされた方を
含む。）で、解体業者等に撤去工事を
依頼し、当該ブロック塀等の全部ま
たは一部を撤去する方

ブロック塀等全部の撤去工事
※一部を撤去することで安全性を
　確保できる場合は、高さが 1m
　未満になるような撤去工事

各種被災者支援制度の適用の判断材料として活用されます。
保険金の申請や、復興のための融資などの申請を
する場合にも「り災証明」が必要となる場合があります。

地震や台風等自然災害による住居の被害状況を証明するも
のです。被災者の申請により町が被災状況の現地調査を行
い、調査結果に応じて町が発行します。

被災証明書 災害を受けたことを証明するため、町が被災状況の現地調査
をおこない発行します。通常、り災証明書を対象としない、
住家以外の建物や家財・自動車などの動産が対象になります。

●

●

※

被害の程度は、

全壊
大規模半壊
半壊

に区分されます。

被害の程度は、全壊・大規模半壊
半壊に区分されます。

地震や風水害などによる建物の被害を

市町村長が証明する書類で、被災者が

公的な支援金を受け取ったり、税金や

社会保険料の負担を減らしてもらった

りするのに必要になります。災害の規

天災により、自動車の原動機等に被害を受けたため相当の期間運行不能となった自
動車については、運行の用に供することができなくなった日の属する月の翌月から
当該自動車が修理された日の属する月までの期間に係る月割計算による税額を申請
により減免を受けることができます。

災害により、滅失又は損壊した自動車に代わる自動車を、災害のやんだ日から３か
月を経過する日までに取得したとき、申請により減免を受けることができます。
取得した自動車が自動車取得税の申告納付期限から１か月を経過する日までに災害
により滅失又は損壊したとき、申請により減免を受けることができます。

（1）災害により、住居が全焼、全壊又は流出したとき
（2）災害により、住居が半焼、半壊又は床上浸水したとき

●

●

●

問合せ先

自動車税の減免

自動車取得税の減免

災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税（個人住民税、固定資産税、軽
自動車税など）について、一部軽減又は免税を受けることができます。
滅失した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額を受けることができます。
滅失した償却資産に代わる償却資産等に対する課税標準の特例を受けることができ
ます。

●

●

●

地方税の減免

町内に住所を有する方が、火災、風水害、地震等により、自己の居住の用に供する
住宅が災害を受け、日常生活に著しく支障をきたした世帯に対し災害見舞金を支給
します。

●

災害見舞金の支給

火災、自然災害により被害を受けた方に対し、毛布等の救援物資を配布します。●

日本赤十字社大口町分区からの救援物資配布

東尾張県税事務所　☎ 0568-81-3139

問合せ先 名古屋東部県税事務所　☎ 052-953-7865

税務課 町民税………………………
固定資産税、軽自動車税…
町税収納……………………

☎ 95-1112
☎ 95-1113
☎ 95-1114

戸籍保険課 国民健康保険……………… ☎ 95-1116

税に関する問合せ先

①税金、国民健康保険料の減免がある

②被災者生活再建支援金が受けられる

③住宅応急修理制度を利用出来る

④災害援護資金を利用出来る

（1）公的支援

保険金の支給が受けられる

（2）民間支援

今回は、地震や台風、大雨や津波、火災などの被害に遭っ

た場合に交付を受けられる罹災証明書についてご説明いた

しました。

罹災証明書とは、災害によって住居が被害を受けた場合に、

その被害の程度に応じて発行される証明書のことです。

罹災証明書では、住居の損壊状態によって認定される被害

の程度が異なります。

これに対して被災証明書は、その人が災害に遭ったという

事実自体を証明するものであり車や家財道具が被害に遭っ

たことなどを証明します。

万が一に備えて…

もし災害に遭ったら…

いざという時にあわてないために

今日からはじめよう！
「日常備蓄」

※り災証明を取得するときの役立ちます。
※加入している火災保険金や共済の請求にも必要です。

※り災証明を取得するときの役立ちます。
※加入している火災保険金や共済の請求にも必要です。

※り災証明を取得するときに役立ちます。
※加入している火災保険金や共済の請求にも必要な場合があります。

水害や台風、地震等による被害に
あったときは、まず

水害や台風、地震等による被害にあったときは
被害（室内・室外）の様子がわかる写真を撮っておきましょう。

被害の様子がわかる写真を
撮っておきましょう。

室内、室外の被害状況が
わかるように撮りましょう。

室内、室外の被害状況がわかるように撮りましょう。

災
害
支
援
制
度

災害見舞金
支給額
　住居が全焼、全壊または流出した世帯　　 10 万円
　住居が半焼、半壊または床上浸水した世帯　５万円

支給額自然災害（暴風、豪雨、洪水、
地震、竜巻、落雷等）により生
活基盤に著しい被害を受けられ
た被災世帯に対して支援金を支
給します。

支援金には、住宅の被害の程度に応じて支給する「基礎
支援金」と、住宅の建設、購入、補修等、再建方法に応
じて支給する「加算支援金」の 2 種類あります。

加算支援金の取扱いは、町内での住宅建設、購入等に限
定します。

災害見舞金と基礎支援金の重複支給をし

ます。

65 歳以上のひとり暮らしの方
75歳以上の高齢者のみの世帯の方
介護保険制度の要介護２から５までの在宅の方
身体障害者手帳１級から４級までの方

療育手帳Ａ判定およびＢ判定の方
精神障害者保健福祉手帳１級および２級の方
妊産婦
その他災害時に自力での避難が困難な方で上
記に準ずると町長が認める方

登録するためには、申請者（要支援者）が近所の方に地域支援者になっていただくことが必要に
なります。地域支援者は、できるだけ複数の方にお願いしてください。登録していただいた情報
については台帳を作成し、行政、関係支援団体に情報を提供します。
※個人情報は、行政、関係機関および関係支援団体で適切に管理し、申し込まれた方の支援（災害時、
　日頃の見守り）以外には使用しません。

ブロック塀等の全部または一部の撤去工事に要する費用
ブロック塀等の長さの延長に1m当たり1万円を
乗じて得た金額
※いずれか少ない額に1/2を乗じて得た金額
※限度額は10万円です（千円未満の端数は切
　り捨て）。

●

●

●

●

●

●

●

●

①

②
④
⑤

●

●

●

●

●

●

町が被災家屋調査を行い、その確認した事実に基づき発行する証明書です。

被災後に各種被災者支援制度を
受けるためには証明書の取得が
必要です。

検索愛知県　家庭でできる地震対策　

検索総務省　災害伝言ダイヤル

問合せ先　町民安全課　蘂95-1966

問合せ先　町民安全課　蘂95-1966

問合せ先　福祉こども課　蘂94-1222

ブロック塀等
撤去費補助金制度
ブロック塀等
撤去費補助金制度

登録できる方（要支援者）

補助対象となるブロック塀等 補助対象者 補助対象の工事 補助金の額

登録の申込方法

※詳しくは広報おおぐち 9月号
　折込みチラシをご覧ください。
※詳しくは広報おおぐち 9月号
　折込みチラシをご覧ください。

問合せ先　
福祉こども課　蘂94-1222

問合せ先　
福祉こども課　蘂94-1222

問合せ先　
福祉こども課　蘂94-1222

問合せ先　
町民安全課　蘂95-1966

問合せ先　
町民安全課　蘂95-1966

問合せ先　町民安全課　蘂95-1966

問合せ先　
まちづくり推進室　蘂95-1614

被災者生活
再建支援金

自動車税の減免・自動車取得税の減免
地方税の減免（個人住民税、固定資産税、軽自動車税など）

災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税（個人住民税、固定資産税、軽
自動車税など）について、一部軽減又は免税を受けることができます。
滅失した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額を受けることができます。
滅失した償却資産に代わる償却資産等に対する課税標準の特例を受けることができ
ます。

災害に強いまちづくりの一環とし
て、ブロック塀等を撤去しようと
する方を対象に、撤去費用の一
部の補助をおこなっています。

撤去の必要がないと診断された
ブロック塀や新たに設置するブ
ロック塀には、町が定めた基準
に適合する旨を証する表示を
し、通行人が確認できるように
します。

戸別受信機の入電は、直接、電源をとる方法と電池を入れる方
法により使用することができます。広報９月号でもご案内をし
ましたが、災害や落雷等により停電が発生すると、電源供給が
なされなくなりますので、その時に備え、常時、電池での使用
をおこなうか、電池をすぐに入れられる状況にしておくことを
お勧めします。
なお、電池使用の際は、背面に電池スイッチがありますので、「入」
にしてご使用ください。（図参照）

無線受信機をお持ちでない世帯、または古い無線受信機（Bタイプ）をお
持ちの世帯の方には、デジタル無線受信機（Aタイプ）を貸与または更新
しておりますので、申請（更新）手続きをお願いします。

今は撤去の必要がないと診断されたブロック塀等であっても、日ごろから自己点検をし、必要に応じ、専門家による精密診断を実施してください。
ご自宅にブロック塀等がない皆さんも、ブロック塀等は常に外気に接する過酷な環境にあるため、「絶対に安全・安心だ！」と思わず、日ごろから万一に備えた行動をお願いします。

戸別受信機（停電時）の注意点！

▲戸別受信機 ▲背面

避難行動要支援者
登録制度

電池使用の際は、
背面の電源スイッチを
「入」に！

電池使用の際は、
背面の電源スイッチを
「入」に！
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証明書の発行を受けると、具体的にどのような
支援を受けることができるのでしょうか。

基礎支援金

加算支援金

全壊の場合
半壊の場合

最大で 100万円まで
最大で　50万円まで

住宅の建設・購入の場合　最大で 200万円
賃借の場合　最大で 50万円

り災証明書とは、地震や台風などの天災や火災など

の災害によって住居が被害を受けた場合に、その被

害の程度に応じて役場が被害認定して発行してくれ

る証明書のことです。

災害時において迅速かつ円滑な
支援をおこなうために「避難行
動要支援者登録制度」をおこ
なっています。

災害（風水害、地震、火災等を
いいます）により被害を受けた
世帯に対し支給します。

り災証明書

専門家や役場職員による診断の結果、建築基準法施行令の基準を満た
していない、または明らかに安全性を欠く塀であると判定されたもの
塀が大口町内にある　　　③塀が道路等に面している
塀の高さ・長さがそれぞれ１メートル以上ある
塀がコンクリートブロック造またはレンガ・大谷石などの組積造である
①～⑤を全て満たすブロック塀等が対象です。

補助対象ブロック塀等を所有してい
る方（所有者から委任をされた方を
含む。）で、解体業者等に撤去工事を
依頼し、当該ブロック塀等の全部ま
たは一部を撤去する方

ブロック塀等全部の撤去工事
※一部を撤去することで安全性を
　確保できる場合は、高さが 1m
　未満になるような撤去工事

各種被災者支援制度の適用の判断材料として活用されます。
保険金の申請や、復興のための融資などの申請を
する場合にも「り災証明」が必要となる場合があります。

地震や台風等自然災害による住居の被害状況を証明するも
のです。被災者の申請により町が被災状況の現地調査を行
い、調査結果に応じて町が発行します。

被災証明書 災害を受けたことを証明するため、町が被災状況の現地調査
をおこない発行します。通常、り災証明書を対象としない、
住家以外の建物や家財・自動車などの動産が対象になります。

●

●

※

被害の程度は、

全壊
大規模半壊
半壊

に区分されます。

被害の程度は、全壊・大規模半壊
半壊に区分されます。

地震や風水害などによる建物の被害を

市町村長が証明する書類で、被災者が

公的な支援金を受け取ったり、税金や

社会保険料の負担を減らしてもらった

りするのに必要になります。災害の規

天災により、自動車の原動機等に被害を受けたため相当の期間運行不能となった自
動車については、運行の用に供することができなくなった日の属する月の翌月から
当該自動車が修理された日の属する月までの期間に係る月割計算による税額を申請
により減免を受けることができます。

災害により、滅失又は損壊した自動車に代わる自動車を、災害のやんだ日から３か
月を経過する日までに取得したとき、申請により減免を受けることができます。
取得した自動車が自動車取得税の申告納付期限から１か月を経過する日までに災害
により滅失又は損壊したとき、申請により減免を受けることができます。

（1）災害により、住居が全焼、全壊又は流出したとき
（2）災害により、住居が半焼、半壊又は床上浸水したとき

●

●

●

問合せ先

自動車税の減免

自動車取得税の減免

災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税（個人住民税、固定資産税、軽
自動車税など）について、一部軽減又は免税を受けることができます。
滅失した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額を受けることができます。
滅失した償却資産に代わる償却資産等に対する課税標準の特例を受けることができ
ます。

●

●

●

地方税の減免

町内に住所を有する方が、火災、風水害、地震等により、自己の居住の用に供する
住宅が災害を受け、日常生活に著しく支障をきたした世帯に対し災害見舞金を支給
します。

●

災害見舞金の支給

火災、自然災害により被害を受けた方に対し、毛布等の救援物資を配布します。●

日本赤十字社大口町分区からの救援物資配布

東尾張県税事務所　☎ 0568-81-3139

問合せ先 名古屋東部県税事務所　☎ 052-953-7865

税務課 町民税………………………
固定資産税、軽自動車税…
町税収納……………………

☎ 95-1112
☎ 95-1113
☎ 95-1114

戸籍保険課 国民健康保険……………… ☎ 95-1116

税に関する問合せ先

①税金、国民健康保険料の減免がある

②被災者生活再建支援金が受けられる

③住宅応急修理制度を利用出来る

④災害援護資金を利用出来る

（1）公的支援

保険金の支給が受けられる

（2）民間支援

今回は、地震や台風、大雨や津波、火災などの被害に遭っ

た場合に交付を受けられる罹災証明書についてご説明いた

しました。

罹災証明書とは、災害によって住居が被害を受けた場合に、

その被害の程度に応じて発行される証明書のことです。

罹災証明書では、住居の損壊状態によって認定される被害

の程度が異なります。

これに対して被災証明書は、その人が災害に遭ったという

事実自体を証明するものであり車や家財道具が被害に遭っ

たことなどを証明します。

万が一に備えて…

もし災害に遭ったら…

いざという時にあわてないために

今日からはじめよう！
「日常備蓄」

※り災証明を取得するときの役立ちます。
※加入している火災保険金や共済の請求にも必要です。

※り災証明を取得するときの役立ちます。
※加入している火災保険金や共済の請求にも必要です。

※り災証明を取得するときに役立ちます。
※加入している火災保険金や共済の請求にも必要な場合があります。

水害や台風、地震等による被害に
あったときは、まず

水害や台風、地震等による被害にあったときは
被害（室内・室外）の様子がわかる写真を撮っておきましょう。

被害の様子がわかる写真を
撮っておきましょう。

室内、室外の被害状況が
わかるように撮りましょう。

室内、室外の被害状況がわかるように撮りましょう。

災
害
支
援
制
度

災害見舞金
支給額
　住居が全焼、全壊または流出した世帯　　 10 万円
　住居が半焼、半壊または床上浸水した世帯　５万円

支給額自然災害（暴風、豪雨、洪水、
地震、竜巻、落雷等）により生
活基盤に著しい被害を受けられ
た被災世帯に対して支援金を支
給します。

支援金には、住宅の被害の程度に応じて支給する「基礎
支援金」と、住宅の建設、購入、補修等、再建方法に応
じて支給する「加算支援金」の 2 種類あります。

加算支援金の取扱いは、町内での住宅建設、購入等に限
定します。

災害見舞金と基礎支援金の重複支給をし

ます。

65 歳以上のひとり暮らしの方
75歳以上の高齢者のみの世帯の方
介護保険制度の要介護２から５までの在宅の方
身体障害者手帳１級から４級までの方

療育手帳Ａ判定およびＢ判定の方
精神障害者保健福祉手帳１級および２級の方
妊産婦
その他災害時に自力での避難が困難な方で上
記に準ずると町長が認める方

登録するためには、申請者（要支援者）が近所の方に地域支援者になっていただくことが必要に
なります。地域支援者は、できるだけ複数の方にお願いしてください。登録していただいた情報
については台帳を作成し、行政、関係支援団体に情報を提供します。
※個人情報は、行政、関係機関および関係支援団体で適切に管理し、申し込まれた方の支援（災害時、
　日頃の見守り）以外には使用しません。

ブロック塀等の全部または一部の撤去工事に要する費用
ブロック塀等の長さの延長に1m当たり1万円を
乗じて得た金額
※いずれか少ない額に1/2を乗じて得た金額
※限度額は10万円です（千円未満の端数は切
　り捨て）。

●

●

●

●

●

●

●

●

①

②
④
⑤

●

●

●

●

●

●

町が被災家屋調査を行い、その確認した事実に基づき発行する証明書です。

被災後に各種被災者支援制度を
受けるためには証明書の取得が
必要です。

検索愛知県　家庭でできる地震対策　

検索総務省　災害伝言ダイヤル

問合せ先　町民安全課　蘂95-1966

問合せ先　町民安全課　蘂95-1966

問合せ先　福祉こども課　蘂94-1222

ブロック塀等
撤去費補助金制度
ブロック塀等
撤去費補助金制度

登録できる方（要支援者）

補助対象となるブロック塀等 補助対象者 補助対象の工事 補助金の額

登録の申込方法

※詳しくは広報おおぐち 9月号
　折込みチラシをご覧ください。
※詳しくは広報おおぐち 9月号
　折込みチラシをご覧ください。

問合せ先　
福祉こども課　蘂94-1222

問合せ先　
福祉こども課　蘂94-1222

問合せ先　
福祉こども課　蘂94-1222

問合せ先　
町民安全課　蘂95-1966

問合せ先　
町民安全課　蘂95-1966

問合せ先　町民安全課　蘂95-1966

問合せ先　
まちづくり推進室　蘂95-1614

被災者生活
再建支援金

自動車税の減免・自動車取得税の減免
地方税の減免（個人住民税、固定資産税、軽自動車税など）

災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税（個人住民税、固定資産税、軽
自動車税など）について、一部軽減又は免税を受けることができます。
滅失した家屋に代わる家屋等に対する固定資産税の減額を受けることができます。
滅失した償却資産に代わる償却資産等に対する課税標準の特例を受けることができ
ます。

災害に強いまちづくりの一環とし
て、ブロック塀等を撤去しようと
する方を対象に、撤去費用の一
部の補助をおこなっています。

撤去の必要がないと診断された
ブロック塀や新たに設置するブ
ロック塀には、町が定めた基準
に適合する旨を証する表示を
し、通行人が確認できるように
します。

戸別受信機の入電は、直接、電源をとる方法と電池を入れる方
法により使用することができます。広報９月号でもご案内をし
ましたが、災害や落雷等により停電が発生すると、電源供給が
なされなくなりますので、その時に備え、常時、電池での使用
をおこなうか、電池をすぐに入れられる状況にしておくことを
お勧めします。
なお、電池使用の際は、背面に電池スイッチがありますので、「入」
にしてご使用ください。（図参照）

無線受信機をお持ちでない世帯、または古い無線受信機（Bタイプ）をお
持ちの世帯の方には、デジタル無線受信機（Aタイプ）を貸与または更新
しておりますので、申請（更新）手続きをお願いします。

今は撤去の必要がないと診断されたブロック塀等であっても、日ごろから自己点検をし、必要に応じ、専門家による精密診断を実施してください。
ご自宅にブロック塀等がない皆さんも、ブロック塀等は常に外気に接する過酷な環境にあるため、「絶対に安全・安心だ！」と思わず、日ごろから万一に備えた行動をお願いします。

戸別受信機（停電時）の注意点！

▲戸別受信機 ▲背面

避難行動要支援者
登録制度

電池使用の際は、
背面の電源スイッチを
「入」に！

電池使用の際は、
背面の電源スイッチを
「入」に！


